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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年9月12日(2019.9.12)

【公開番号】特開2018-22079(P2018-22079A)
【公開日】平成30年2月8日(2018.2.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-005
【出願番号】特願2016-153993(P2016-153993)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/16     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   15/16     １０３　
   Ｇ０３Ｇ   15/16     　　　　
   Ｇ０３Ｇ   15/00     ３０３　

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月2日(2019.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現像剤像を担持する像担持体と、
　前記像担持体と接触しつつ回転する無端状のベルトであって、前記像担持体が担持する
現像剤像が１次転写され、１次転写された現像剤像を記録材に２次転写するベルトと、
　前記ベルトを支持する支持部材と、
　前記ベルトを介して前記支持部材と対向する位置において前記ベルトに接触し、電圧が
印加されることで前記ベルトとの接触部に電流を流す電流供給部材であって、前記ベルト
の表面電位を前記１次転写のための１次転写電位とすべく前記接触部に電流が流れるよう
に１次転写電圧が印加されるとともに、前記接触部に記録材を挟持した状態において前記
支持部材との間に前記２次転写のための電位差が形成されるように２次転写電圧が印加さ
れる電流供給部材と、
　前記電流供給部材に電圧を印加する電圧印加部と、
　前記支持部材の電位を所定の維持電位に可変に維持することができる電位調整部であっ
て、前記維持電位を変化させることで前記１次転写電位を変化させることが可能な電位調
整部と、
を備える画像形成装置において、
　前記電圧印加部は、前記電位調整部が前記維持電位を小さくするほど、前記２次転写の
ための前記電流供給部材と前記支持部材との間の電位差が小さくなるように、前記２次転
写電圧の大きさを変化させることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記電圧印加部は、前記２次転写において前記電流供給部材から前記支持部材へ流れる
電流の大きさが所定の大きさとなるように前記電流供給部材に電圧を印加する定電流制御
を行うことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記定電流制御は、前記電流供給部材の電圧－電流特性に基づいて行われることを特徴
とする請求項２に記載の画像形成装置。
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【請求項４】
　前記電圧印加部は、前記定電流制御を開始する直前に所定の大きさの固定電圧を印加す
ることを特徴とする請求項２または３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記固定電圧の大きさは、前記定電流制御において所定の大きさの電流を流すために前
記電圧印加部が印加する電圧の平均の大きさを、前記電位調整部が維持する前記維持電位
に応じて補正した大きさであることを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記固定電圧は、記録材の先端が前記電流供給部材と前記ベルトとの接触部に到達する
前から印加が開始され、前記先端が前記接触部に到達してから所定の時間まで印加される
ことを特徴とする請求項４または５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記電圧印加部は、前記定電流制御が終了した直後にも前記固定電圧を印加することを
特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記固定電圧は、記録材の後端が前記電流供給部材と前記ベルトとの接触部を通過する
前から印加が開始され、前記後端が前記接触部に通過してから所定の時間まで印加される
ことを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　温度及び湿度を検知する検知手段をさらに備え、
　前記電位調整部は、前記検知手段が検知した温度及び湿度から取得される絶対水分量が
大きいほど前記１次転写電位が小さくなるように、前記維持電位を小さくすることを特徴
とする請求項４～８のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記固定電圧の大きさは、前記検知手段が検知した温度及び湿度から取得される絶対水
分量が小さいほど、前記電流供給部材と前記支持部材との間の電位差が補正前よりも小さ
くなるように、補正されることを特徴とする請求項９に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記電位調整部は、前記支持部材とアースとの間に接続された複数の電圧維持素子を有
するとともに、前記複数の電圧維持素子のうち通電される電圧維持素子の数を変更できる
ように構成されていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の画像形成
装置。
【請求項１２】
　前記電圧維持素子は、ツェナーダイオードであることを特徴とする請求項１１に記載の
画像形成装置。
【請求項１３】
　前記ベルトを介して前記像担持体と対向する位置において前記ベルトに接触するととも
に、前記支持部材と同電位となるように前記電圧維持素子に接続される電位維持部材をさ
らに備えることを特徴とする請求項１１または１２に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記電位調整部に対して大きさが可変の制御信号を出力する制御部をさらに備え、
　前記電位調整部は、前記支持部材とアースとの間に接続されたトランジスタを有する調
整回路であって、前記制御部から入力される前記制御信号の大きさに応じて、前記支持部
材の電位を変化させることができる調整回路を備えることを特徴とする請求項１～１０の
いずれか１項に記載の画像形成装置。
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